
議第72号

流域下水道事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めることにつき議決を求

めることについて

上記の議案を提出する。

令和 4年 3月10日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

流域下水道事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めることにつき議決

を求めることについて

下水道法（昭和33年法律第79号）第31条の 2第 2項の規定に基づき、令和 3年度において県の

行う流域下水道事業に要する経費について、関係市町が負担すべき金額を次のとおり定めること

につき、議決を求める。

関 係 市 町 名 負 担 す べ き 金 額

円大 津 市 １４２，３１２，６１９

彦 根 市 ３０４，９３８，７４１

長 浜 市 ３０９，１４９，９１７

近 江 八 幡 市 ４０，７１７，６１９

草 津 市 ９４，４６０，８９７

守 山 市 １２８，０２０，５３９

栗 東 市 １１５，３７８，１５５

甲 賀 市 ４５，７８８，６７６

野 洲 市 ３４，７０１，９５１

湖 南 市 ２９，２８２，８７８

高 島 市 １５０，５５５，７７５

東 近 江 市 ７５，３５１，６５７

米 原 市 ７０，５９９，１４０

日 野 町 １０，６８８，９９６

竜 王 町 ８，９４８，９２７

愛 荘 町 ６３，７４５，６５６

豊 郷 町 １９，４８７，０１４
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関 係 市 町 名 負 担 す べ き 金 額

円甲 良 町 １４，６９７，８３３

多 賀 町 １８，９０９，００９

計 １，６７７，７３５，９９９

ただし、関係市町の事業費に増減があった場合においては、知事は、その増減の額に応

じて負担すべき金額を変更することができる。
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